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　◆児童手当用所得証明書
　　●提出が必要な方
　　　 　当該市町村にその年の１月１日に住所がなかった方（１月から５月までの月分の手当の認

定請求の場合は、前年の１月１日に住所がなかった方）
　　●証明する年
　　　　認定請求日の前年分（１月から５月までは前々年分）
　◆請求者の銀行等の口座番号など
　◆この他、必要に応じて提出する書類があります。（養育する児童と別居している場合など）

●続けて手当を受ける場合
　現況届
　　児童手当を受けている方は、毎年６月に「現況届」を提出しなければなりません。
　 　この届は、毎年６月１日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかど
うか確認をするためのものです。この届の提出がないと、６月分以降の手当が受けられなくなり
ますので、ご注意ください。

　現況届に必要な添付書類
　　◆年金加入証明書または申立書
　　◆前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書
　　◆この他、必要に応じて提出する書類があります。

●届出の内容が変わったとき
　他の市区町村に住所が変わるとき
　　前の市区町村へ　　　　⇒　受給事由証明書
　　新しい市区町村へ　　　⇒　認定請求書
　　＊ 転出後の市区町村での手続きに、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明が必

要となりますので、転出の際にご準備ください。

　児童手当等の額が増額されるとき　　　　⇒　額改定認定請求書
　　＊ 出生などにより支給対象となる児童が増えたときです。この場合、額改定認定請求をした日

の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意
ください。

　児童手当等の額が減額されるとき　　　　⇒　額改定届
　　＊年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったときです。

　児童手当の支給が終わるとき　　　　　　⇒　受給事由消滅届
　　＊年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったときです。

　特例給付（法附則第６条給付または法附則第８条給付）
　を受給するサラリーマンの方が退職したとき　　　　　　　　　⇒　受給事由消滅届
　　＊ 特例給付の受給者が退職して被用者（サラリーマン等）でなくなった場合には、所得制限に

より手当が受けられなくなりますので「受給事由消滅届」を提出してください。
　　　（会社を退職して厚生年金の資格がなくなった場合です）

　受給者の方が公務員になったとき
　　市区町村へ　　⇒　受給事由消滅届　　　　　勤務先へ　　　⇒　認定請求書

　受給者の方が同じ市区町村の中で住所を変わったとき　　　　　⇒　住所変更届
　または養育している児童の住所が変わったとき

　受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき　　　⇒　住所変更届

（表１）　　　　　　　　　　　　平成17年度所得制限限度額 （単位：万円）

扶養親族等の数 所得制限限度額（児童手当等） 所得制限限度額（特例給付）

０人 ３０１．０ ４６０．０

１人 ３３９．０ ４９８．０

２人 ３７７．０ ５３６．０

３人 ４１５．０ ５７４．０

４人 ４５３．０ ６１２．０

５人 ４９１．０ ６５０．０


